
個人宅向け防犯機器等購入費用助成を開始します‼

問合せ・郵送先
〒104－8404　中央区築地１－１－１
中央区役所
総務部防災危機管理課
☎０３－３５４６－５０８７

下記ＱＲコードからも申し込めます！

❖提出書類
　① 申請書
　② 本人確認書類の写し ( マイナンバーカード、運転免許証など）
　③ 領収書
　④ カタログなど製品情報が確認できる書類の写し
　⑤ 防犯機器設置後の写真
　　 （カメラ機能付きの場合、画角がわかるものも）
　⑥ 通帳又はキャッシュカードの写し（口座番号確認用）
　⑦ 同意書（共同住宅、賃貸物件に限る）

❖対象の防犯機器　
　・家庭用防犯カメラ
　・カメラ付きインターホン
　・防犯フィルム
　・センサーライト・センサーアラーム
　・鍵・補助錠
　・その他侵入窃盗防止に有効な防犯機器　
　※その他防犯機器を希望される方は、事前にお問い合わせください

受付期間　令和７年８月１日 (金) ～令和８年２月２７日 (金)

　　　　　※令和７年４月までさかのぼって申請できます

補 助 率　４分の３（上限額：３０，０００円）


